
〒220-8538横浜市西区みなとみらい４-６-２ みなとみらいグランドセントラルタワー９階

お電話のお掛け間違いにご注意ください。
また、郵送での手続きにご協力をお願いします。

インターネット検索サイトより
「協会けんぽ」と入力してください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp045-270-8431（代表） 協会けんぽ

協会けんぽ KANAGAWA 全国健康保険協会神奈川支部
健康保険だより 令和 7年10月号
協会けんぽ加入の事業主・加入者のみなさまへご案内します

職場のみなさまで回覧をお願いします。
※健康保険組合・国保組合に加入のみなさまは、参考としてご一読ください。

裏面もご覧ください

生活習慣病予防健診を
受診しましょう

生活習慣病予防健診（一般健診）とは、
生活習慣病の発症や
重症化予防を目的とした健診です！

（※）協会けんぽが費用を一部補助しますが、追加の自己負担は発生します。
さらに、年齢によって付加健診や乳がん・子宮頸がん検診を追加 (※) できます！

生活習慣病予防健診を受診されない場合は…

定期健診（事業者健診）結果データをご提供ください
健診結果の提供依頼は「高齢者の医療の確保に関する法律」「健康保険法」に基づくものです。

マイナポータル上で健診結果の閲覧ができる！　など
特定保健指導が無料で利用できる！

パターン②　協会けんぽへ健診結果を直接提供する
パターン①　協会けんぽへ提供依頼書を提出する

健診結果の提供方法

詳しくは神奈川支部のホームページをご覧ください⇒
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kanagawa/cat040/20140201/

対象者

費　用

検査内容

申込方法

歳の被保険者（お勤めのご本人）

自己負担額最高 円
（総額約１９,０００円の約７割を協会けんぽが補助します）

・問診・診察等・身体計測・血圧測定
・尿検査・便潜血反応検査・血液検査
・心電図検査・胃部エックス線検査・胸部エックス線検査

健診機関に直接ご予約ください
今すぐ健診機関をチェック！▶▶

協会けんぽの

35 ～ 74

５,２８２

協会けんぽへ健診結果を提供するメリット



協会けんぽ神奈川支部のホームページでは、
「協会けんぽKANAGAWA　健康保険だより」
のバックナンバーを掲載しております。
ぜひご覧ください。

ご 案 内
協会けんぽ神奈川支部の
公式 LINE をご登録ください！
みなさまの健康づくりに役立つ情報をお届けします

各種申請書のご提出に関するお願い

傷病手当金支給申請書の記入に関するお願い

最新の申請書をご使用ください

マイナンバーの記入は不要です
協会けんぽの申請書はこちらから▶▶▶▶▶▶▶▶
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/

各種申請書共通のお願い各種申請書共通のお願い

協会けんぽでは申請いただいた書類を機械処理しています。
申請の際に、旧様式や申請書のコピーをご使用いただくと、読み取りができず支払い
などの事務処理に時間を要します。
申請いただく際は、協会けんぽのホームページからダウンロードした最新の申請書を
ご使用いただきますようお願いいたします。

健康保険の記号・番号を記入いただければ、マイナンバーの記入は不要です。
記号・番号は資格情報のお知らせやマイナポータル等でご確認いただけます。

各種申請書はすべて郵送でのご提出をお願いします。

申請書２ページ目（被保険者記入用）
Ⓐ仕事内容の記入漏れ
仕事内容は必ず記入してください。
退職後の申請の場合でも、
退職前の仕事内容の記入が必要です。

Ⓑ傷病名の ✓ 漏れ
必ず ✓ してください。

Ⓒ傷病の原因の記入誤り
仕事や通勤途中に関連のない傷病の場合は
「1」を記入ください。

申請書３ページ目（事業主記入用）
Ⓓ勤務状況欄「年月」記入漏れ
出勤がなくても必ず記入ください。

Ⓔ報酬等受給状況の記入誤り
申請期間のうち、出勤していない日に対して賃金または
報酬を支給したときに、その支給期間と金額を記入ください。
申請期間に賃金または報酬の支給がない場合は、記入
不要です。

記入誤りや記入漏れの多い箇所

協会　太郎

経理担当事務

キョウカイ　タロウ
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